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(57)【要約】
【課題】積載部に対する視認性及び操作性を低下させず
に操作部を大型化できる画像形成装置及び画像読取装置
を提供する。
【解決手段】
　画像形成装置１００は、画像形成部ＰＡ～ＰＤ、排紙
トレイ６７、及びキーボード４３を備える。画像形成部
ＰＡ～ＰＤは、用紙に画像を形成する。排紙トレイ６７
には、画像形成部ＰＡ～ＰＤから排出された画像形成済
みの用紙が積載される。キーボード４３は、画像形成部
ＰＡ～ＰＤを制御するための入力操作を受け付ける入力
キー４３１を含み、排紙トレイ６７の上方に配置される
。キーボード４３は、入力キー４３１を外部に露出する
引き出し位置と内部に収納する収納位置との間で変位自
在にされる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに対して所定の処理を行う処理部と、
　シートが積載される積載部と、
　前記処理部を制御するための入力操作を受け付ける入力キーを含み、前記積載部の上方
に配置される操作部と、を備え、
　前記操作部は、前記入力キーを外部に露出する引き出し位置と内部に収納する収納位置
との間で変位自在にされる画像処理装置。
【請求項２】
　前記処理部は、記録媒体に画像を形成する画像形成部であり、
　前記積載部は、前記画像形成部を内蔵する装置本体の側面に設けられた凹部内に配置さ
れ、前記画像形成部から排出された画像形成済みの記録媒体が積載される排紙トレイであ
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　原稿の画像を読みとって画像データを取得する画像読取部をさらに備え、
　前記入力キーは、前記画像読取部を制御するための入力操作をも受け付ける請求項２に
記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記処理部は、原稿の画像を読み取って画像データを取得する画像読取部であり、
　前記積載部は、前記画像読取部で画像を読み取られた原稿が積載される原稿排出トレイ
を含む請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記積載部は、前記画像読取部で画像を読み取られるべき原稿が積載される原稿積載ト
レイを含む請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記操作部からの入力操作に対応する情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部は、前記操作部の近傍に配置される請求項１から５のいずれかに記載の画像
処理装置。
【請求項７】
　前記操作部は、前記収納位置において前記表示部の下に重なるように配置される請求項
６に記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、シートが積載される積載部の上方に配置される操作部を備える画像処理装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置及び画像読取装置等の画像処理装置では、装置を制御するための入力キー
を含む操作部が、操作性向上のために装置本体の上部に配置されることが多い。また、近
年、画像処理装置の多機能化に伴う入力キー数の増加、及び操作性向上のための入力キー
の大型化の要求が高く、操作部を大型化する必要が生じている。
【０００３】
　一方、画像処理装置の中には、画像形成装置における画像形成済みの記録媒体が積載さ
れる積載部、及び画像読取装置における原稿が積載される積載部が、ユーザによる記録媒
体や原稿の取り出し性及び原稿の積載性の向上のために、装置本体の上部近傍に配置され
たタイプのものがある（例えば、特許文献１参照。）。このようなタイプの従来の画像処
理装置では、積載部の上方に操作部が配置されることとなる。
【特許文献１】特開２００３－２４１４６０公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため、従来の画像処理装置において、操作部を大型化した場合、積載部へ向けられ
るユーザの視線が操作部によって遮られやすいという視認性低下の問題、及び、原稿の積
載又は記録媒体や原稿の取り出しといったユーザの積載部へのアクセスが操作部によって
阻害されやすいという操作性低下の問題が生じる。
【０００５】
　この発明の目的は、積載部に対する視認性及び操作性を低下させずに操作部を大型化で
きる画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の画像処理装置は、処理部、積載部、及び操作部を備える。処理部は、シート
に対して所定の処理を行う。積載部には、シートが積載される。操作部は、処理部を制御
するための入力操作を受け付ける入力キーを含み、積載部の上方に配置される。操作部は
、入力キーを外部に露出する引き出し位置と内部に収納する収納位置との間で変位自在に
される。
【０００７】
　この構成では、操作部が積載部の上方に配置されるが、操作部を引き出し位置に引き出
すことで操作部からの入力操作が可能となり、操作部を収納位置へ収納することで積載部
へのアクセスが操作部によって阻害されなくなる。
【０００８】
　上述の構成において、処理部は、記録媒体に画像を形成する画像形成部であり、積載部
は、画像形成部を内蔵する装置本体の側面に設けられた凹部内に配置され、画像形成部か
ら排出された画像形成済みの記録媒体が積載される排紙トレイであるように構成すること
ができる。操作部を引き出し位置と収納位置との間で変位自在にすることで、操作部が排
紙トレイの上方に配置されるにも関わらず、排紙トレイに対する視認性及び操作性を低下
させずに操作部を大型化することができる。また、排紙トレイが凹部内に配置されている
が、操作部が引き出し位置と収納位置との間で変位自在であるので、操作部が大型化され
た場合でも排紙トレイに対する視認性及び操作性が低下しない。
【０００９】
　また、原稿の画像を読みとって画像データを取得する画像読取部をさらに備え、入力キ
ーは、画像読取部を制御するための入力操作をも受け付けるように構成することができる
。画像読取部をも制御するためには、入力キー数の更なる増加による操作部の更なる大型
化が要求されるが、操作部を引き出し位置と収納位置との間で変位自在にすることで、積
載部に対する視認性及び操作性を低下させずに操作部を大型化することができる。
【００１０】
　さらに、処理部は、原稿の画像を読み取って画像データを取得する画像読取部であり、
積載部は、画像読取部で画像を読み取られた原稿が積載される原稿排出トレイを含むよう
に構成することができる。操作部を引き出し位置と収納位置との間で変位自在にすること
で、原稿排出トレイに対する視認性、及び原稿排出トレイからの原稿の取り出しという操
作性を低下させずに、操作部を大型化することができる。
【００１１】
　また、積載部は、前記画像読取部で画像を読み取られるべき原稿が積載される原稿積載
トレイを含むように構成することができる。操作部を引き出し位置と収納位置との間で変
位自在にすることで、原稿積載トレイに対する視認性、及び原稿積載トレイへの原稿の積
載という操作性を低下させずに、操作部を大型化することができる。
【００１２】
　さらに、操作部からの入力操作に対応する情報を表示する表示部をさらに備え、表示部
は、操作部の近傍に配置されることが好ましい。表示部が操作部の近傍に配置されると、
操作部からの入力内容を表示部で容易に確認することが可能となる。
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【００１３】
　また、操作部は、収納位置において表示部の下に重なるように配置されることが好まし
い。操作部が収納位置において表示部の下に重なるように配置されることで、操作部が積
載部に対する視認性及び操作性を低下させることがない。また、操作部が表示部の下から
引き出されることで、操作部と表示部とが隣接状態となり、操作部からの入力内容を表示
部で容易に確認することが可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、操作部を引き出し位置と収納位置との間で変位自在にすることで、
操作部が積載部の上方に配置されるにも関わらず、積載部に対する視認性及び操作性を低
下させずに操作部を大型化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に、この発明を実施するための最良の形態について、図面に基づいて説明する。図
１は、この発明の画像処理装置の実施形態に係る画像形成装置１００の正面断面図である
。図１では、一部の切断面のみに断面表記を付している。
【００１６】
　画像形成装置１００は、画像読取装置１０、画像形成ユニット２００、及び給紙ユニッ
ト３００を備えている。
【００１７】
　画像読取装置１０は、画像形成装置１００の上部に配置され、自動原稿搬送装置（ＡＤ
Ｆ:Automatic Document Feeder）９０、及び画像読取部２０を備えている。画像読取部２
０は、第１原稿台２１、第２原稿台２２、第１ミラーベース２３、第２ミラーベース２４
、レンズ２５、及び固体撮像素子（ＣＣＤ:Charge Coupled Device）２６を備えている。
【００１８】
　ＡＤＦ９０には、原稿積載トレイ９１から第２原稿台２２を経由して原稿排出トレイ９
２へ至る原稿搬送路９３が形成されている。ＡＤＦ９０は、原稿搬送路９３に原稿を１枚
ずつ搬送する。ＡＤＦ９０は、第１原稿台２１の上面を開閉自在に被覆するように、背面
側を支点に回動自在にされている。前面側が上方に移動するようにＡＤＦ９０を回動させ
て第１原稿台２１の上面を露出させることにより、手動操作によって第１原稿台２１に原
稿を載置することができる。
【００１９】
　第１原稿台２１及び第２原稿台２２は、ともに硬質ガラス板によって構成されている。
【００２０】
　第１ミラーベース２３及び第２ミラーベース２４は、第１原稿台２１及び第２原稿台２
２の下方において水平方向に移動自在にされている。第２ミラーベース２４の移動速度は
、第１ミラーベース２３の移動速度の１／２にされている。第１ミラーベース２３は、光
源及び第１ミラーを搭載している。第２ミラーベース２４は、第２ミラー及び第３ミラー
を搭載している。
【００２１】
　ＡＤＦ９０によって搬送される原稿の画像を読み取る際に、第１ミラーベース２３は、
第２原稿台２２の下方に停止している。光源の光は、第２原稿台２２上を通過する原稿の
画像面に向けて照射され、原稿の画像面における反射光が第１ミラーによって第２ミラー
ベース２４に向けて反射される。
【００２２】
　第１原稿台２１に載置された原稿の画像を読み取る際には、第１ミラーベース２３及び
第２ミラーベース２４は、第１原稿台２１の下方を水平方向に移動する。光源の光は、第
１原稿台２１上に載置された原稿の画像面に向けて照射され、原稿の画像面における反射
光が第１ミラーによって第２ミラーベース２４に向けて反射される。
【００２３】
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　ＡＤＦ９０を用いるか否かに拘らず、原稿の画像面における反射光は、光路長を一定に
して、第２ミラー及び第３ミラーによってレンズ２５を経由してＣＣＤ２６に入射する。
【００２４】
　ＣＣＤ２６は、原稿の画像面における反射光の光量に応じた電気信号を出力する。この
電気信号は、制御部４００に画像データとして入力される。このようにして、画像読取部
２０は、原稿の画像を読み取って画像データを取得する。制御部４００は、必要に応じて
画像データを画像形成ユニット２００へ出力する。
【００２５】
　画像形成ユニット２００は、画像形成装置１０の下に配置され、露光ユニット１、４個
の現像装置２、４個の感光体ドラム３、４個のクリーニングユニット４、４個の帯電装置
５、中間転写ベルト６１、４個の一次転写ローラ６４、二次転写ローラ６６、定着装置７
、排紙トレイ６７、用紙搬送路６８，６９、及び本体フレーム２０１，２０２を備えてい
る。
【００２６】
　画像形成ユニット２００は、ブラック、並びに、カラー画像を色分解して得られる減法
混色の３原色であるシアン、マゼンタ及びイエローの４色の各色相に対応した画像データ
を用いて、画像形成部ＰＡ，ＰＢ、ＰＣ，ＰＤにおいて画像形成を行う。画像形成部ＰＡ
～ＰＤは、中間転写ベルト６１の移動方向に沿って一列に配置されている。画像形成部Ｐ
Ａ～ＰＤは、互いに同様に構成されている。
【００２７】
　ブラックの画像形成部ＰＡは、現像装置２、感光体ドラム３、クリーニングユニット４
、帯電装置５、及び一次転写ローラ６４を備えている。
【００２８】
　帯電装置５は、感光体ドラム３の表面を所定の電位に均一に帯電させる。
【００２９】
　露光ユニット１は、図示しない半導体レーザ、ポリゴンミラー、第１ｆθレンズ及び第
２ｆθレンズを備えており、ブラック、シアン、マゼンタ及びイエローの各色相の画像デ
ータによって変調されたレーザビームのそれぞれを、画像形成部ＰＡ～ＰＤのそれぞれの
感光体ドラム３に照射する。４個の感光体ドラム３のそれぞれには、ブラック、シアン、
マゼンタ及びイエローの各色相の画像データによる静電潜像が形成される。
【００３０】
　現像装置２は、静電潜像が形成された感光体ドラム３の表面に、画像形成部ＰＡ～ＰＤ
のそれぞれの色相のトナーを供給し、静電潜像を現像剤像に顕像化する。
【００３１】
　クリーニングユニット４は、現像及び画像転写の後における感光体ドラム３の表面に残
留したトナーを回収する。
【００３２】
　中間転写ベルト６１は、駆動ローラ６２と従動ローラ６３との間に張架されてループ状
の移動経路を形成している。中間転写ベルト６１の外周面は、４個の感光体ドラム３に順
に対向する。中間転写ベルト６１を挟んで各感光体ドラム３に対向する位置のそれぞれに
、一次転写ローラ６４が配置されている。中間転写ベルト６１が感光体ドラム３に対向す
る位置のそれぞれが一次転写位置である。
【００３３】
　一次転写ローラ６４には、感光体ドラム３の表面に担持された現像剤像を中間転写ベル
ト６１上に転写するために、トナーの帯電極性と逆極性の一次転写バイアスが定電圧制御
によって印加される。これによって、感光体ドラム３のそれぞれに形成された各色相の現
像剤像は中間転写ベルト６１の外周面に順次重ねて転写され、中間転写ベルト６１の外周
面にフルカラーの現像剤像が形成される。
【００３４】
　但し、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの色相の一部のみの画像データが入力



(6) JP 2010-8840 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

された場合は、４個の感光体ドラム３のうち、入力された画像データの色相に対応する一
部のみにおいて静電潜像及び現像剤像の形成が行われる。例えば、モノクロ印刷モード時
には、ブラックの色相に対応した画像形成部ＰＡの感光体ドラム３のみにおいて静電潜像
の形成及び現像剤像の形成が行われ、中間転写ベルト６１の外周面にはブラックの現像剤
像のみが転写される。
【００３５】
　画像形成部ＰＡ～ＰＤの全てにおいて画像形成が行われるフルカラー画像形成時には、
４個の一次転写ローラ６４が中間転写ベルト６１を全ての感光体ドラム３に圧接させる。
一方、画像形成部ＰＡのみにおいて画像形成が行われるモノクロ画像形成時には、画像形
成部ＰＡの一次転写ローラ６４のみが中間転写ベルト６１を感光体ドラム３に圧接させる
。
【００３６】
　各一次転写ローラ６４は、直径８～１０ｍｍの金属（例えばステンレス）を素材とする
軸の表面を導電性の弾性材によって被覆して構成されており、導電性の弾性材によって中
間転写ベルト６１に均一に高電圧を印加する。弾性材として、ＥＰＤＭ（エチレン・プロ
ピレン共重合ゴム）、又は発泡ウレタン等が用いられる。
【００３７】
　各一次転写位置において中間転写ベルト６１の外周面に転写された現像剤像は、中間転
写ベルト６１の回転によって、中間転写ベルト６１と二次転写ローラ６６との対向位置で
ある二次転写位置へ搬送される。二次転写ローラ６６は、画像形成時において、内周面が
駆動ローラ６２の周面に接触する中間転写ベルト６１の外周面に所定のニップ圧で圧接し
ている。
【００３８】
　用紙搬送路６８には、複数の搬送ローラ１２Ａ，１２Ｂが配置されている。用紙搬送路
６８は、給紙ユニット３００の給紙トレイ８１に収容されている記録媒体の一例である用
紙を、二次転写位置及び定着装置７を経由して排紙トレイ６７へ送るために、略垂直方向
に配置されている。
【００３９】
　用紙搬送路６９には、複数の搬送ローラ１２Ｃ，１２Ｄが配置されている。用紙搬送路
６９は、用紙の搬送方向において、定着装置７の下流側から二次転写位置の上流側まで配
置されている。用紙搬送路６９には、定着装置７を通過した後で排紙トレイ６７へ排出さ
れる用紙が、それまでの後端を前にして搬送される。これによって、用紙は表裏を反転し
た状態で、二次転写位置へ再送される。
【００４０】
　給紙ユニット３００は、画像形成ユニット２００の下に配置され、給紙カセット８１の
他に、手差しトレイ８２を備えている。給紙カセット８１及び手差しトレイ８２のそれぞ
れには、用紙が収容される。
【００４１】
　給紙ユニット３００は、給紙カセット８１又は手差しトレイ８２の何れかから１枚ずつ
用紙を給紙する。給紙カセット８１に収容された用紙は、ピックアップローラ１１Ａによ
って給紙され、用紙搬送路６８を経由して二次転写位置へ搬送される。手差しトレイ８２
に収容された用紙は、ピックアップローラ１１Ｂによって給紙され、用紙搬送路６８を経
由して二次転写位置へ搬送される。
【００４２】
　用紙搬送方向において二次転写位置の上流側に、レジストローラ１３が配置されている
。給紙カセット８１又は手差しトレイ８２から給紙された用紙は、レジストローラ１３が
停止した状態で先端をレジストローラ１３に突き当てられる。レジストローラ１３の回転
軸は、用紙の搬送方向に直交する方向に配置されている。用紙の先端が、停止した状態の
レジストローラ１３に突き当てられることで、用紙が斜行している場合は斜行が補正され
る。
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【００４３】
　レジストローラ１３は、用紙の先端を、中間転写ベルト６１の表面に形成された現像剤
像の先端と合わせるタイミングで回転を開始し、二次転写位置へ用紙を供給する。
【００４４】
　給紙ユニット３００から給紙された用紙が二次転写位置を通過する際に、二次転写ロー
ラ６６にトナーの帯電極性とは逆極性の高電圧が印加される。これによって、中間転写ベ
ルト６１の外周面から用紙の表面に、現像剤像が転写される。
【００４５】
　現像剤像が用紙に転写された後の中間転写ベルト６１上に残留した現像剤は、中間転写
ベルト用クリーニング装置６５によって回収される。
【００４６】
　現像剤像が転写された用紙は、定着装置７に導かれ、加熱ローラ７１と加圧ローラ７２
との間を通過することで加熱及び加圧される。これによって、現像剤像が、用紙の表面に
堅牢に定着する。現像剤像が定着した用紙は、排紙トレイ６７上へ排出される。
【００４７】
　図２に示すように、画像形成部ＰＡ～ＰＤを内蔵する画像形成ユニット２００の側面に
は、凹部２０３が設けられている。画像形成ユニット２００は、この発明の装置本体に相
当する。この実施形態では、凹部２０３は、画像形成ユニット２００の前面及び左側面に
開口している。排紙トレイ６７は、凹部２０３の底部に配置されている。排紙トレイ６７
は、この発明の積載部に相当する。
【００４８】
　画像形成装置１００の上面に、液晶タッチパネル等の表示部４４、並びに、テンキー及
びスタートキー等の入力キーを含む固定配置型入力部４５が、固定的に配置されている。
表示部４４及び固定配置型入力部４５は、排紙トレイ６７の上方に配置されている。
【００４９】
　図３は、フレーム３０及び操作ユニット４０の斜視図である。図４は、フレーム３０の
斜視図である。図５は、操作ユニット４０の斜視図である。
【００５０】
　画像読取装置１０は、ＡＤＦ９０及び画像読取部２０の他に、フレーム３０、及び操作
ユニット４０をさらに備えている。
【００５１】
　フレーム３０は、金属製で、左フレーム３１、右フレーム３２、及び背部フレーム３３
を有している。フレーム３０は、左フレーム３１、右フレーム３２、及び背部フレーム３
３が長方形の３辺を構成するように、略Ｕ字状に形成されている。図１に示すように、左
フレーム３１及び右フレーム３２を含むフレーム３０は、画像形成ユニット２００の本体
フレーム２０１，２０２の上部に固定されている。
【００５２】
　左フレーム３１は、右フレーム３２側へ水平に突出した受け部３１１を有している。右
フレーム３２は、左フレーム３１側へ水平に突出した受け部を有している。背部フレーム
３３は、前部Ｆ側へ水平に突出した受け部３３１を有している。画像読取部２０は、左フ
レーム３１、右フレーム３２、及び背部フレーム３３のそれぞれの受け部３１１，３３１
によって、図示しない緩衝材を挟んで支持されている。
【００５３】
　左フレーム３１は、延出部３１２、及び、第１支持部３１３を有している。延出部３１
２は、鉛直方向に配置された板状であって、左フレーム３１の前部Ｆ側の端部から前部Ｆ
側へ延出している。第１支持部３１３は、延出部３１２の基部に配置され、鉛直方向であ
って延出部３１２と直交する方向に配置されている。
【００５４】
　右フレーム３２は、前部Ｆ側の端部に、左フレーム３１側へ水平に突出した第２支持部
３２２を有している。
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【００５５】
　操作ユニット４０は、操作ユニット本体部４１、及びキーボードトレイ４２、キーボー
ド４３を有している。操作ユニット４０は、フレーム３０に支持される。
【００５６】
　キーボード４３は、画像読取装置１０及び画像形成ユニット２００を含む画像形成装置
１００全体を制御するための入力操作を受け付ける複数の入力キー４３１を有している。
キーボード４３は、キーボードトレイ４２に設置される。キーボードトレイ４２、及びキ
ーボード４３は、この発明の操作部に相当する。
【００５７】
　操作ユニット本体部４１は、立設部４１１、第１固定部４１２、及び、第２固定部４１
３を有している。立設部４１１は、左フレーム３１と対向する側の端部に、左フレーム３
１の延出部３１２に平行方向に配設されている。第１固定部４１２は、左フレーム３１と
対向する側の端部に、第１支持部３１３に平行方向に配設されている。第２固定部４１３
は、右フレーム３２と対向する側の端部に、水平方向に延出するように配設されている。
【００５８】
　操作ユニット本体部４１がフレーム３０に装着された際、延出部３１２は、立設部４１
１と重なるように配置され、操作ユニット本体部４１の左右方向への動きを規制する。第
１支持部３１３は、第１固定部４１２と重なるように配置され、操作ユニット本体部４１
の前後方向の動きを規制する。第１固定部４１２は、第１支持部３１３にネジ止めされる
。第２支持部３２２は、第２固定部４１３と重なるように配置され、操作ユニット本体部
４１の鉛直方向の動きを規制する。第２固定部４１３は、第２支持部３２２にネジ止めさ
れる。
【００５９】
　操作ユニット４０がフレーム３０に支持されているので、入力キー４３１の押下による
振動が画像読取部２０へ伝達されることが、抑制される。
【００６０】
　延出部３１２と立設部４１１との間、及び、第１支持部３１３と第１固定部４１２との
間には、第１振動吸収部材４１４が配置されている。第２支持部３２２と第２固定部４１
３との間には、第２振動吸収部材４１５が配置されている。第１振動吸収部材４１４、及
び第２振動吸収部材４１５によって、入力キー４３１の押下による振動が画像読取部２０
へ伝達されることがより抑制される。
【００６１】
　図６は、画像形成装置１００の一部の側面図である。図７は、画像形成装置１００の一
部の平面断面図である。図８は、画像形成装置１００の一部の平面図である。
【００６２】
　キーボードトレイ４２は、入力キー４３１を外部に露出する所定の引き出し位置と内部
に収納する所定の収納位置との間で変位自在に、操作ユニット本体部４１に支持されてい
る。キーボードトレイ４２は、引き出し位置において、水平方向に突出する。
【００６３】
　操作ユニット本体部４１は、キーボードトレイ４２の幅寸法に対応する間隔をあけて配
置された、第１左レール５１、及び第１右レール５２を有している。
【００６４】
　第１左レール５１は、左連結部材５３を前後方向に摺動自在に支持している。第１右レ
ール５２は、右連結部材５４を前後方向に摺動自在に支持している。
【００６５】
　キーボードトレイ４２は、第２左レール５５、及び第２右レール５６を有している。左
連結部材５３は、第２左レール５５を前後方向に摺動自在に支持している。右連結部材５
４は、第２右レール５６を前後方向に摺動自在に支持している。
【００６６】
　これによって、キーボードトレイ４２は、引き出し位置と収納位置との間で変位自在に
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されている。
【００６７】
　第１左レール５１と左連結部材５３、第１右レール５２と右連結部材５４、左連結部材
５３と第２左レール５５、右連結部材５４と第２右レール５６とのそれぞれは、キーボー
ドトレイ４２が所定の引き出し位置以上に引き出されないように互いに係合する第１係合
機構を有するとともに、キーボードトレイ４２が所定の収納位置以上に挿入されないよう
に第２係合機構を有している。
【００６８】
　また、キーボードトレイ４２及び操作ユニット本体部４１は、キーボードトレイ４２を
収納位置に係合し、所定値以上の力でキーボードトレイ４２を引き出した場合にキーボー
ドトレイ４２の係合を解除するように構成された第３係合機構を有している。
【００６９】
　表示部４４及び固定配置型入力部４５は、操作ユニット本体部４１の上面に固定的に配
置されている。表示部４４には、固定配置型入力部４５及びキーボード４３からの入力操
作に対応する情報が表示される。固定配置型入力部４５及びキーボード４３は、画像形成
装置１００を制御するための入力操作を受け付ける入力部を構成する。
【００７０】
　キーボードトレイ４２が引き出し位置と収納位置とに変位自在なので、操作ユニット本
体部４１の上面に配置された固定配置型入力部４５に加えて、画像読取装置１０の大型化
を抑制しながらキーボード４３を備えることができる。このように、画像読取装置１０の
大型化を抑制しながらも入力キーの増加及び大型化が可能なので、入力操作の簡易化が可
能となる。
【００７１】
　また、排紙トレイ６７の上方にキーボード４３が配置されるが、キーボード４３を引き
出し位置に引き出すことでキーボード４３からの入力操作が可能となり、キーボード４３
を収納位置へ収納することで排紙トレイ６７へのアクセスがキーボード４３によって阻害
されなくなる。したがって、キーボード４３を引き出し位置と収納位置との間で変位自在
にすることで、キーボード４３が排紙トレイ６７の上方に配置されるにも関わらず、排紙
トレイ６７に対する視認性及び操作性を低下させずにキーボード４３を大型化することが
できる。また、固定配置型入力部４５に加えてキーボード４３を備えることで、排紙トレ
イ６７に対する視認性及び操作性を低下させずに入力部を大型化することができる。
【００７２】
　キーボードトレイ４２及びキーボード４３は、収納位置において、表示部４４の下に重
なるように配置される。また、キーボードトレイ４２及びキーボード４３は、引き出し位
置において、表示部４４と隣接状態となる。キーボードトレイ４２及びキーボード４３が
収納位置において表示部４４の下に重なるように配置されることで、キーボードトレイ４
２及びキーボード４３が排紙トレイ６７に対するユーザの視認性及び操作性を低下させる
ことがない。また、キーボードトレイ４２及びキーボード４３が表示部４４の下から引き
出されることで、キーボード４３と表示部４４とが隣接状態となり、キーボード４３から
の入力内容を表示部４４で容易に確認することが可能となる。
【００７３】
　また、図２に示すように、キーボードトレイ４２の幅寸法は、凹部２０３の前面への開
口の幅寸法より小さくすることができる。このため、キーボードトレイ４２を引き出し位
置に配置した状態であっても、排紙トレイ６７に容易にアクセスすることができる。
【００７４】
　図９（Ａ）は、画像形成装置１００の一部の平面断面図であって、キーボードトレイ４
２が引き出し位置にある状態を示し、図９（Ｂ）は、キーボードトレイ４２が収納位置に
ある状態を示す。
【００７５】
　操作ユニット４０は、管状部材５７、及び回転部材５８をさらに有している。



(10) JP 2010-8840 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００７６】
　管状部材５７は、キーボードトレイ４２の引き出し方向Ｐにおいて、キーボード４３の
上流側端部４３１に接続された電気コード５９を被覆している。管状部材５７は、所定長
さを有し、キーボードトレイ４２の変位時に屈曲しない硬性を有している。
【００７７】
　回転部材５８は、管状部材５７を摺動自在に貫通させる貫通孔５８１を有している。回
転部材５８は、キーボードトレイ４２が引き出し位置と収納位置との間で変位する際、管
状部材５７を摺動させながら支持するように操作ユニット本体部４１に軸支されている。
具体的には、回転部材５８は、引き出し方向Ｐにおいて収納位置にあるキーボード４３の
上流側端部４３１より上流側であって、引き出し方向Ｐに沿う方向において電気コード５
９とキーボード４３との接続箇所４３２と異なる位置で、水平面内で回転自在に操作ユニ
ット本体部４１に支持されている。
【００７８】
　キーボードトレイ４２が引き出し位置と収納位置との間で変位する際、管状部材５７は
屈曲することなく回転部材５８の貫通孔５８１を摺動する。このため、電気コード５９が
屈曲して周辺の部材と擦れることがない。したがって、キーボードトレイ４２が変位する
際に電気コード５９が擦れることによる振動が抑制されるとともに、電気コード５９の損
傷が防止される。また、電気コード５９の擦れを防ぐために大きなスペースを備える必要
がないので、画像読取装置２０の小型化が図られる。
【００７９】
　図１０は、この発明の画像処理装置の他の実施形態に係る画像読取装置４００の正面断
面図である。図１０では、切断面の断面表記を省略している。
【００８０】
　画像読取装置４００は、例えば、画像形成装置１００において画像形成ユニット２００
の上に画像読取装置１０に代えて設置される。
【００８１】
　画像読取装置４００は、主走査部４１０、及びＡＤＦ４２０を備える。
【００８２】
　主走査部４１０は、第１画像読取部４３０、プラテンガラス４４１，４４２を備えてい
る。プラテンガラス４４１，４４２は、主走査部４１０の上面に水平に配置されている。
【００８３】
　第１画像読取部４３０は、光源４３３、第１～第３ミラー４３４Ａ，４３４Ｂ，４３４
Ｃ、レンズ４３５、及びＣＣＤ（charge coupled device）４３６を有する縮小光学系の
画像読取手段である。光源４３３及び第１ミラー４３４Ａは光源ユニット４３７に搭載さ
れ、第２ミラー４３４Ｂ及び第３ミラー４３４Ｃはミラーユニット４３８に搭載されてい
る。
【００８４】
　主走査部４１０は、プラテンガラス４４１上に載置された原稿の画像を読み取る原稿固
定方式の画像読取処理と、ＡＤＦ４２０によってプラテンガラス４４２上に原稿を搬送し
ながら原稿の画像を読み取る原稿移動方式の画像読取処理との両方式に対応している。
【００８５】
　原稿固定方式の画像読取処理では、光源ユニット４３７は、原稿に光を照射しながら一
定速度で副走査方向（図１０における左右方向）へ移動し、ミラーユニット４３８は、光
源ユニット４３７の２分の１の速度で光源ユニット４３７と同方向へ移動する。
【００８６】
　光源ユニット４３７から照射され原稿で反射した光は、光源ユニット４３７に搭載され
た第１ミラー４３４Ａで反射された後、ミラーユニット４３８に搭載された第２ミラー４
３４Ｂ及び第３ミラー４３４Ｃによって１８０度光路変換される。第３ミラー４３４Ｃで
反射された光は、レンズ４３５を介してＣＣＤ４３６に結像し、画像データに変換される
。
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【００８７】
　原稿移動方式の画像読取処理では、光源ユニット４３７及びミラーユニット４３８は、
図１０に示すような所定のホームポジションに静止したまま、ＡＤＦ４２０によってプラ
テンガラス４４２上の所定の第１画像読取位置を経由するように搬送される原稿に対して
、光源４３３から光を照射する。原稿の第１面で反射された光は、第１ミラー４３４Ａで
反射された後、ミラーユニット４３８に搭載された第２ミラー４３４Ｂ及び第３ミラー４
３４Ｃによって１８０度光路変換される。第３ミラー４３４Ｃで反射された光は、レンズ
４３５を介してＣＣＤ４３６に結像し、画像データに変換される。
【００８８】
　ＡＤＦ４２０は、図示しないヒンジによって主走査部４１０に軸支され、プラテンガラ
ス４４１の上面を開閉自在にされている。
【００８９】
　ＡＤＦ４２０は、第２画像読取部４５０、操作ユニット４６０、原稿積載トレイ４７１
、原稿排出トレイ４７２、及び原稿搬送路４７３を備えている。操作ユニット４６０は、
ＡＤＦ４２０の上部に配置されている。
【００９０】
　ＡＤＦ４２０は、原稿積載トレイ４７１に積載された原稿を、原稿搬送路４７３に沿っ
て搬送し、原稿排出トレイ４７２へ排出する。原稿搬送路４７３は、略Ｕ字状に形成され
ている。原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７２は、この発明の積載部に含まれ
る。
【００９１】
　原稿搬送路４７３に沿って、呼び込みローラ４７４、複数の搬送ローラ対４７５、レジ
ストローラ対４７６、及び原稿排出ローラ対４７７が配置されている。呼び込みローラ４
７４は、原稿積載トレイ４７１に積載された原稿を１枚ずつ原稿搬送路４７３内へ呼び込
む。搬送ローラ対４７５は、原稿搬送路４７３に沿って所定の搬送方向へ原稿を搬送する
。レジストローラ対４７６は、プラテンガラス４４２上への原稿の搬送タイミングを調整
する。原稿排出ローラ対４７７は、画像読取処理を終えた後の原稿を原稿排出トレイ４７
２へ排出する。
【００９２】
　第２画像読取部４５０は、原稿搬送路４７３が描く略Ｕ字状の弧の内側に配置されてい
る。第２画像読取部４５０は、光源４５１、第１～第４ミラー４５２Ａ，４５２Ｂ，４５
２Ｃ，４５２Ｄ、レンズ４５３、及びＣＣＤ４５４を備え、これらが１個の集合体をなす
ようにユニット化されている。
【００９３】
　第２画像読取部４５０は、両面読取要求がなされた際に、原稿搬送路４７３を搬送され
る原稿の第２面の画像を読み取る。第１画像読取部４３０によって第１面の画像を読み取
られた原稿は、原稿搬送路４７３に沿って原稿排出トレイ４７２へ向けて搬送され、所定
の第２画像読取位置を通過する。第２画像読取位置において、原稿は、光源４５１から光
を照射される。原稿の第２面で反射された光は、ガラス等の透明部材で形成された読取窓
４５５を透過し、第１～第４ミラー４５２Ａ，４５２Ｂ，４５２Ｃ，４５２Ｄによって順
次光路変換された後、レンズ４５３を介してＣＣＤ４５４に結像し、画像データに変換さ
れる。
【００９４】
　ＡＤＦ４２０の底面は、主走査部４１０のプラテンガラス４４１上に載置された原稿を
上から押える押え板４５６となっている。
【００９５】
　図１１（Ａ）は、画像読取装置４００の操作ユニット４６０の断面図であって、操作部
４９０が収納位置に収納された状態を示し、図１１（Ｂ）は、画像読取装置４００の操作
ユニット４６０の断面図であって、操作部４９０が引き出し位置へ引き出された状態を示
す。図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）では、切断面の断面表記を省略している。図１２（Ａ
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）は、画像読取装置４００の斜視図であって、操作部４９０が収納位置に収納された状態
を示し、図１２（Ｂ）は、画像読取装置４００の斜視図であって、操作部４９０が引き出
し位置へ引き出された状態を示す。
【００９６】
　操作ユニット４６０は、ＡＤＦ４２０の上部に配置され、表示部４８０、及び操作部４
９０を有している。
【００９７】
　表示部４８０として、例えば液晶ディスプレイが用いられる。表示部４８０は、操作ユ
ニット４６０の上面に配置されている。表示部４８０は、操作部４９０からの入力操作に
対応する情報を表示する。
【００９８】
　操作部４９０として、例えばキーボードが用いられる。操作部４９０は、第１画像読取
部４３０及び第２画像読取部４５０を含む画像読取装置４００全体を制御するための入力
操作を受け付ける図示しない複数の入力キーを有している。
【００９９】
　操作部４９０は、原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７２の上方に位置し、特
に引き出し位置では、原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７２の真上に位置する
。
【０１００】
　操作部４９０の両側端部には、図示しない第１レールが設けられている。第１レールの
それぞれは、１対の連結部材４６１によって、摺動自在に支持されている。連結部材４６
１は、操作ユニット４９０の内部に所定間隔をあけて設けられた１対の第２レール４６２
によって、摺動自在に支持されている。したがって、操作部４９０は、入力キーを外部に
露出する引き出し位置と、内部に収納する収納位置との間で、変位自在にされている。操
作部４９０は、収納位置において表示部４８０の下に重なるように配置される。
【０１０１】
　操作部４９０が引き出し位置と収納位置との間で変位自在なので、操作部４９０が原稿
積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７２の上方に位置するにも関わらず、原稿積載ト
レイ４７１及び原稿排出トレイ４７２に対する視認性、並びに原稿積載トレイ４７１への
原稿の積載及び原稿排出トレイ４７２からの原稿の取り出しという操作性を低下させずに
、操作部４９０を大型化することができる。
【０１０２】
　操作部４９０は収納位置において表示部４８０の下に重なるように配置されるので、操
作部４９０が原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７２に対する視認性及び操作性
を低下させることがない。また、操作部４９０が表示部４８０の下から引き出されること
で、操作部４９０と表示部４８０とが隣接状態となり、操作部４９０からの入力内容を表
示部４８０で容易に確認することが可能となる。
【０１０３】
　操作ユニット４６０の上面には、表示部４８０の他に、図示しないテンキー及びスター
トキー等の入力キーを含む固定配置型入力部が、固定的に配置されている。
【０１０４】
　表示部４８０には、操作部４９０に加えて固定配置型入力部からの入力操作に対応する
情報が表示される。操作部４９０及び固定配置型入力部は、画像読取装置４００を制御す
るための入力操作を受け付ける入力部を構成する。
【０１０５】
　固定配置型入力部４５に加えて操作部４９０を備え、操作部４９０が引き出し位置と収
納位置との間で変位自在なので、操作部４９０が原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレ
イ４７２の上方に位置するにも関わらず、原稿積載トレイ４７１及び原稿排出トレイ４７
２に対する視認性及び操作性を低下させずに、入力部を大型化することができる。
【０１０６】
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　最後に、上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではない
と考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲に
よって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】この発明の画像処理装置の実施形態に係る画像形成装置の正面断面図である。
【図２】画像形成装置の斜視図である。
【図３】フレーム及び操作ユニットの斜視図である。
【図４】フレームの斜視図である。
【図５】操作ユニットの斜視図である。
【図６】画像形成装置の一部の側面図である。
【図７】画像形成装置の一部の平面断面図である。
【図８】画像形成装置の一部の平面図である。
【図９】画像形成装置の一部の平面断面図であり、（Ａ）は、キーボードトレイが引き出
し位置にある状態を示し、（Ｂ）は、キーボードトレイが収納位置にある状態を示す。
【図１０】この発明の画像処理装置の他の実施形態に係る画像読取装置の正面断面図であ
る。
【図１１】（Ａ）は、画像読取装置の操作ユニットの断面図であって、操作部が収納位置
に収納された状態を示す図であり、（Ｂ）は、画像読取装置の操作ユニットの断面図であ
って、操作部が引き出し位置へ引き出された状態を示す図である。
【図１２】（Ａ）は、画像読取装置の斜視図であって、操作部が収納位置に収納された状
態を示す図であり、（Ｂ）は、画像読取装置の斜視図であって、操作部が引き出し位置へ
引き出された状態を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　画像読取装置
　２０　画像読取部
　３０　フレーム
　３１１，３３１　受け部
　３１２　延出部
　３１３　第１支持部
　３２２　第２支持部
　４０　操作ユニット
　４１　操作ユニット本体部
　４１１　立設部
　４１２　第１固定部
　４１３　第２固定部
　４１４　第１振動吸収部材
　４１５　第２振動吸収部材
　４２　キーボードトレイ
　４３　キーボード
　４４　表示部
　４５　固定配置型入力部
　４３１　入力キー
　５７　管状部材
　５８　回転部材
　５９　電気コード
　６７　排紙トレイ
　１００　画像形成装置
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　２００　画像形成ユニット
　２０３　凹部
　４００　画像読取装置
　４１０　主走査部
　４２０　ＡＤＦ
　４３０　第１画像読取部
　４５０　第２画像読取部
　４６０　操作ユニット
　４７１　原稿積載トレイ
　４７２　原稿排出トレイ
　４８０　表示部
　４９０　操作部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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